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た
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　市が指定する地区内に、市民の皆さんが余暇を有効に活用したり、家族のふれあいを深めたりするための

宿泊を伴う保養旅行（一人ひとりについて補助金額以上の宿泊代を支払った場合）をした場合、年度間（４月～
翌年３月）に３泊を限度として、宿泊代金の補助（１人１泊１５００円）をしています。１旅程は２泊までです。た
だし、市税を滞納している人、３歳未満の人、政治・宗教活動、ビジネス目的の場合は対象外です。
※保養地区内であっても対象にならない施設（キャンプ場など）もありますのでご注意ください。

安城市民保養事業とは

指定地区一覧　（　　　拡大地区）

知多郡美浜町、南知多町南知多

愛知県

蒲郡市蒲　郡

南設楽郡鳳来町鳳　来

幡豆郡幡豆町、吉良町、一色町幡　豆

田原市、渥美郡渥美町伊良湖

熱海市、伊東市 ､伊豆市、下
田市、田方郡韮山町、伊豆長
岡町、大仁町、戸田村、加茂
郡加茂村、河津町、西伊豆町、
東伊豆町、松崎町、南伊豆町

熱海伊豆
静岡県

浜松市舘山寺町舘山寺

鳥羽市鳥　羽

三重県 三重郡菰野町湯ノ山

志摩市志　摩

高山市高山奥飛騨

岐阜県 下呂市下　呂

郡上市高　鷲

諏訪市、茅野市、諏訪郡下諏訪
町、北佐久郡立科町

諏訪蓼科

長野県

千曲市戸倉上山田

木曽郡王滝村王　滝

下伊那郡阿智村昼　神

松本市（旧：松本市、四賀村、
奈川村、梓川村 ､安曇村）

上高地乗鞍

加賀市、小松市、江沼郡山中町加賀温泉郷石川県

あわら市芦　原福井県

手続きの仕方

市内の旅行社を利用すると、手続きを代行し
てくれます。（ただし処理の関係上、期限より
も余裕を持った提出をお願いする場合があり
ます。詳しくは旅行社にご確認ください）

宿泊日の３か月前から３日前までに
申請書を商工課または桜井支所・南

部支所・北部出張所のいずれかに提出して
ください。申請用紙は各地区公民館にもあ
ります。申請内容変更の場合も事前申請が
必要です。
※宿泊日の３日前が土・日曜日や国民の祝
日・休日、または１２月２９日から翌年の１月
３日までの日の場合は、その直前の休日で
ない日が提出期限になります。

�

市外の旅行社が取り扱う旅行については、
補助の対象外です
市内の商業振興を図る施策の一つです

指定口座に補助金を振り込みます。�

宿泊先で宿泊代金の領収書をもらっ
てください。領収書には、宿泊年月

日・人数・施設名・施設住所が必要です。
�

宿泊日から３か月以内に、報告書と
②の領収書を同課または各支所・出

張所のいずれかに提出してください。
�


